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書陵部紀要第72号

は
じ
め
に

　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
の
「
壬
生
家
家
領
関
係
文
書
」（
函
架
番
号
Ｆ
九

六
七
、
以
下
、
当
資
料
）
は
、
壬
生
家
（
官
務
小
槻
氏
）
の
家
伝
文
書
、
い
わ
ゆ
る
壬
生

本
の
ひ
と
つ
で
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
、
中
世
の
壬
生
家
領
に
関
す
る
文
書
を
集
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
七
巻
一
二
〇
通
に
わ
た
る
文
書
は
、
す
で
に
『
図
書
寮
叢
刊 

壬
生
家

文
書 

五
』（
一
九
八
三
年
、
以
下
『
叢
刊
』）
に
一
二
一
〇
〜
一
三
二
〇
号
と
し
て
翻
刻

掲
載
さ
れ
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

当
資
料
は
、
表
紙
見
返
し
の
記
入
よ
り
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
八
月
〜
同
十
四
年

六
月
に
壬
生
家
に
お
い
て
修
補
を
施
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
後
の
劣
化
が
甚
だ
し

く
、
書
陵
部
に
お
い
て
平
成
二
十
九
年
度
よ
り
全
七
巻
の
修
復
を
行
い
、
令
和
元
年
度
に

完
了
し
た
。
本
稿
は
そ
の
過
程
に
つ
い
て
報
告
し
（「
一 

修
復
報
告
」）、
あ
わ
せ
て
そ
の

際
に
判
明
し
た
紙
背
文
書
等
を
紹
介
す
る
（「
二 

紙
背
文
書
・
裏
打
紙
文
書
等
の
紹
介
」）

も
の
で
あ
る
。
前
者
は
当
部
図
書
課
図
書
寮
文
庫
修
補
係
の
黒
澤
が
、
後
者
は
同
図
書
調

査
室
の
植
田
が
執
筆
を
担
当
し
た
。

　

な
お
、
当
資
料
の
基
本
的
な
書
誌
情
報
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
号
数
は
『
叢
刊
』

の
文
書
番
号
、
年
月
は
天
保
年
間
の
修
復
時
期
、
以
下
、
巻
次
は
⑴
〜
⑺
で
記
す
）。
詳

し
く
は
『
叢
刊
』
所
収
の
解
題
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

⑴
第
一
巻
：
一
九
紙
、
一
三
通
（
一
二
一
〇
〜
一
二
二
二
号
）　

天
保
十
四
年
六
月

　

⑵
第
二
巻
：
二
〇
紙
、
一
九
通
（
一
二
二
三
〜
一
二
四
一
号
）　

天
保
十
四
年
六
月

　

⑶
第
三
巻
：
二
二
紙
、
三
三
通
（
一
二
四
二
〜
一
二
七
四
号
）　

天
保
十
四
年
六
月

　

⑷
第
四
巻
：
一
九
紙
、
二
五
通
（
一
二
七
五
〜
一
二
九
〇
号
）　

天
保
十
三
年
八
月

　

⑸
第
五
巻
：
一
八
紙
、
一
四
通
（
一
二
九
一
〜
一
三
〇
四
号
）　

天
保
十
三
年
八
月

　

⑹
第
六
巻
：　

七
紙
、

七
通
（
一
三
〇
五
〜
一
三
一
一
号
）　

天
保
十
四
年
五
月

　

⑺
第
七
巻
：　

七
紙
、

九
通
（
一
三
一
二
〜
一
三
二
〇
号
）　

天
保
十
三
年
八
月

　

な
お
、
天
保
十
三
〜
十
四
年
の
壬
生
家
当
主
の
以
寧
の
日
記
は
、
同
年
条
を
欠
い
て
い

る
が
、
そ
の
息
輔
世
の
日
記
『
輔
世
卿
記
』（
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
、
函
架
番
号
Ｆ

九

二
一
六
）
に
は
、
十
三
年
よ
り
し
ば
し
ば
「
官
庫
文
書
類
」
の
点
検
、
整
理
を
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
同
年
正
月
二
十
三
〜
二
十
五
日
・
二
月
十
九
・
二
十
日
条
）。

そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
成
巻
や
修
復
に
関
す
る
記
事
は
見
え
な
い
が
、
同
年
十
月
の
近
隣
の

火
災
に
際
し
て
「
当
家
文
書
以
下
」
を
避
難
さ
せ
て
お
り
、
以
降
は
官
庫
の
修
造
も
取
り

資　

料　

紹　

介

「
壬
生
家
家
領
関
係
文
書
」
修
復
報
告
と
紙
背
文
書
等
の
紹
介

黒
　
澤
　
麻
　
衣

植
　
田
　
真
　
平



（ 84 ）（ 84 ）

「壬生家家領関係文書」修復報告と紙背文書等の紹介

沙
汰
さ
れ
て
い
る
（
同
年
十
月
二
十
六
・
二
十
七
日
・
十
二
月
二
十
二
日
・
十
四
年
正
月

二
十
九
日
条
ほ
か
）。
天
保
の
修
復
は
こ
う
し
た
間
に
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
　
修
復
報
告

1
　
壬
生
家
家
領
関
係
文
書
の
形
態
に
つ
い
て

　

当
資
料
は
、
一
般
的
な
巻
子
本
の
形
態
と
は
異
な
る
点
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
各
巻
に
お
い
て
著
し
く
寸
法
の
異
な
る
料
紙
が
継
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
図

版
写
真
1
・
2
）。
そ
し
て
本
紙
の
厚
み
や
、
折
り
紙
や
竪
紙
な
ど
様
々
な
形
態
で
あ
っ

た
料
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
料
紙
の
継
ぎ
方
も
統
一
性
が
な
く
、
本
来
で

あ
れ
ば
地
合
わ
せ
が
多
い
と
こ
ろ
、
天
合
わ
せ
で
あ
る
も
の
や
ど
ち
ら
に
も
合
わ
せ
て
い

な
い
不
揃
い
な
も
の
ま
で
あ
り
、
一
様
で
は
な
い
。
加
え
て
一
般
的
な
巻
子
本
と
は
異
な

り
、
裏
打
ち
紙
や
天
地
足
し
紙
に
檀
紙
や
非
常
に
厚
い
紙
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る

た
め
、
継
が
れ
た
料
紙
同
士
の
厚
み
の
差
が
著
し
く
、
不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た
（
図
版

写
真
3
）。

　

ま
た
、
先
述
の
と
お
り
、
見
返
し
に
は
天
保
年
間
に
修
理
さ
れ
た
旨
が
記
述
さ
れ
て
い

る
（
図
版
写
真
4
）。
こ
の
天
保
の
修
理
時
に
大
き
さ
の
異
な
る
料
紙
を
継
い
で
巻
子
に

仕
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
現
状
で
表
紙
が
一
周
分
し
か
し
な
い

（
未
満
の
も
の
も
あ
る
）
こ
と
か
ら
、
天
保
の
修
理
以
前
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
の
、
天

保
の
修
理
で
裏
打
ち
処
理
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
巻
子
の
直
径
が
太
く
な
り
、
表
紙
が
足
り

な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
現
状
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
の
流
れ
で
修
復
処
置
を
施
し
た
。

1　

修
復
方
針
の
決
定

2　

記
録
作
成

3　

解
体

4　

朱
の
剝
落
止
め
や
も
ろ
い
本
紙
の
表
打
ち
等
前
処
理

5　

旧
裏
打
ち
紙
剝
が
し

6　

図
書
調
査
室
（
植
田
）
に
よ
る
紙
背
文
書
の
調
査
、
記
録

7　

水
伸
ば
し

8　

虫
損
直
し

9　

漉
き
返
し
に
よ
る
補
修
紙
作
り

10　

元
軸
を
利
用
し
た
太
巻
き
作
り

11　

新
規
八
双
作
り

12　

新
規
表
紙
作
り

13　

本
紙
の
継
ぎ

14　

成
巻

　

そ
の
中
で
も
特
に
通
常
の
修
復
処
置
と
は
異
な
る
1
・
9
・
13
・
14
の
4
点
に
つ
い
て
、

以
下
に
述
べ
る
。

2
　
修
復
方
針
に
つ
い
て

　

修
復
方
針
を
決
め
る
に
あ
た
り
様
々
な
選
択
肢
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
ど
れ
を
取
っ
て
も

一
長
一
短
あ
る
た
め
修
補
係
で
の
み
判
断
せ
ず
、
保
存
・
調
査
担
当
係
（
出
納
係
・
保
存

調
査
室
・
図
書
調
査
室
）
と
協
議
し
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
考
え
ら
れ
た
選
択
肢
（
お

よ
び
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
）
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

〈
選
択
肢
1
〉
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成
巻
す
る
際
に
旧
裏
打
ち
紙
と
旧
足
し
紙
を
再
使
用
し
て
天
保
時
の
修
復
（
以
下
、

原
装
）
の
と
お
り
に
成
巻
す
る
。

↓
た
だ
し
原
装
を
尊
重
し
た
場
合
、
天
地
が
不
揃
い
な
た
め
取
り
扱
い
の
際
に
本
紙
が

折
れ
た
り
、
め
く
れ
た
り
す
る
危
険
が
あ
り
、
取
扱
い
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

が
、
将
来
的
な
本
紙
の
損
傷
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
（
図
版
写
真
5
・
6
）。

〈
選
択
肢
2
〉

　

当
部
の
基
本
的
な
修
復
方
針
に
沿
っ
て
、
旧
足
し
紙
・
裏
打
ち
紙
を
再
使
用
せ
ず
、

天
地
が
揃
う
よ
う
新
た
な
足
し
紙
を
つ
け
て
成
巻
す
る
。

↓
新
た
な
足
し
紙
を
付
け
る
こ
と
で
、
資
料
の
天
地
を
揃
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
取
り
扱

い
の
際
に
扱
い
や
す
く
本
紙
を
傷
め
に
く
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
見
返

し
の
記
載
か
ら
、
旧
裏
打
と
旧
足
し
紙
は
天
保
修
復
時
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
の
情
報
や
仕
様
を
反
故
に
し
て
よ
い
も
の
か
悩
ま
し
い
（
な
お
、
外
し
た
旧

裏
打
ち
紙
と
天
地
足
し
紙
は
別
置
保
管
す
る
）。

〈
選
択
肢
3
〉

　

旧
足
し
紙
を
再
使
用
し
つ
つ
、
天
地
が
揃
う
よ
う
更
に
新
た
な
足
し
紙
を
つ
け
て
成

巻
す
る
。

　

協
議
の
結
果
、
原
装
も
壬
生
家
に
お
け
る
修
復
事
業
、
す
な
わ
ち
家
蔵
文
書
の
再
整
理

と
い
う
歴
史
的
事
実
を
示
す
重
要
な
物
的
証
拠
で
あ
る
と
判
断
し
、
原
装
を
尊
重
し
た

〈
選
択
肢
1
〉
を
基
調
に
以
下
の
通
り
に
修
復
方
針
が
決
ま
っ
た
。

〔
装
丁
に
つ
い
て
〕

・
文
字
情
報
の
な
い
無
地
の
旧
裏
打
ち
紙
は
外
し
、
当
部
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
可
能
な

限
り
裏
打
ち
を
行
わ
ず
に
虫
損
直
し
で
修
復
し
、
料
紙
本
来
の
よ
う
す
が
わ
か
る
状
態

を
維
持
す
る
。

・
本
紙
が
極
端
に
薄
い
場
合
は
、
厚
み
合
わ
せ
と
本
紙
の
強
度
を
増
す
た
め
に
裏
を
打
つ
。

・
天
地
が
不
揃
い
で
あ
る
が
、
極
力
原
装
を
尊
重
す
る
。

〔
紙
背
文
書
・
旧
裏
打
ち
紙
・
足
紙
に
つ
い
て
〕

・
解
体
し
て
旧
裏
打
ち
紙
を
剝
が
し
た
後
、
図
書
調
査
室
が
紙
背
文
書
等
を
調
査
す
る
。

・
文
字
情
報
の
あ
る
旧
裏
打
ち
紙
や
天
地
足
し
紙
に
つ
い
て
は
、
原
装
の
復
元
を
優
先
し

て
再
使
用
す
る
。
旧
裏
打
ち
紙
を
再
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紙
背
文
書
が
判
読
で
き

な
く
な
る
が
、
原
装
を
尊
重
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
旧
裏
打
ち
紙
を
剝

が
し
た
後
、
図
書
調
査
室
が
紙
背
文
書
等
の
写
真
撮
影
を
行
い
、
デ
ー
タ
と
し
て
記
録

を
残
す
。

3
　
補
修
紙
の
作
製
に
つ
い
て

　

旧
裏
打
ち
紙
を
除
去
し
て
料
紙
本
来
の
状
態
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

現
在
の
市
販
の
和
紙
で
は
補
修
紙
と
し
て
使
用
す
る
に
は
料
紙
と
紙
質
が
合
わ
な
い
こ
と

が
判
明
し
た
（
図
版
写
真
7
・
8
）。
現
在
市
販
さ
れ
て
い
る
和
紙
は
、
ち
り
も
な
く
繊

維
が
均
一
な
流
し
漉
き
の
紙
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
料
紙
の
紙
質
は
ふ
ん
わ
り
と
や
わ

ら
か
く
、
全
体
に
ち
り
が
混
入
し
て
い
る
上
、
料
紙
全
体
の
厚
み
に
均
一
さ
を
欠
く
ほ
ど

繊
維
に
斑
が
あ
り
、
溜
漉
き
独
特
の
風
合
い
が
あ
る
。
全
巻
を
通
し
て
特
に
宿
紙
に
そ
の

特
徴
が
見
受
け
ら
れ
た
た
め
、
宿
紙
の
修
復
に
使
用
す
る
補
修
紙
を
作
製
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

宿
紙
の
修
復
に
使
用
す
る
補
修
紙
は
、
漉
き
返
し
（
反
故
紙
や
染
色
し
た
和
紙
を
再
度

繊
維
状
に
し
、
そ
れ
を
漉
い
て
紙
を
作
製
す
る
こ
と
）
の
方
法
で
作
製
す
る
こ
と
と
し
た

（
染
色
紙
は
染
色
後
数
年
経
っ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
）。

　

漉
き
方
の
方
法
は
澆
紙
法
を
選
択
し
た
。
澆
紙
法
と
は
「
水
中
に
入
れ
た
紙
漉
き
の
簀
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桁
（
漉
き
簀
と
漉
き
桁
を
合
わ
せ
て
こ
う
呼
ぶ
）
の
中
に
、
適
当
な
量
の
料
紙
液
を
入
れ
、

手
や
棒
で
液
を
分
散
さ
せ
て
、
漉
き
簀
を
持
ち
上
げ
て
水
を
漉
し
て
湿
紙
を
つ
く
る
製

法
」
で
あ
る
（
田
中
求
・
宍
倉
佐
敏
・
冨
樫
朗
『
地
域
資
源
を
活
か
す
生
活
工
芸
双
書　

楮
・
三
椏
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
一
八
年
）。
別
名
そ
そ
ぎ
漉
き
と
も
い
う
。
あ

ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
量
の
繊
維
が
入
っ
た
料
紙
液
を
注
い
で
紙
を
漉
く
た
め
、
求
め
る

厚
み
（
重
さ
）
か
つ
、
流
し
漉
き
で
は
な
い
紙
が
漉
け
る
。
澆
紙
法
を
用
い
た
漉
き
返
し

紙
の
作
製
に
は
、
以
下
の
手
順
を
踏
ん
だ
。

①　

使
用
す
る
染
色
紙
の
選
択
（
主
に
市
販
の
和
紙
に
染
色
を
施
し
た
染
色
紙
）

　

作
製
す
る
補
修
紙
は
宿
紙
で
あ
る
た
め
色
味
に
関
し
て
は
墨
で
染
め
た
染
色
紙
を
主

体
と
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
漉
き
返
し
紙
を
作
製
す
る
か
に
よ
っ
て
楮
や
三
椏
や
雁
皮

な
ど
原
料
の
種
類
を
選
択
す
る
。
ま
た
仕
上
が
り
後
は
，
本
紙
よ
り
若
干
薄
め
の
色
合

い
に
な
る
よ
う
に
す
る
。

②　

そ
こ
に
加
え
る
第
二
、
第
三
の
色
味
の
選
択

　

宿
紙
と
一
言
に
言
っ
て
も
、
色
合
い
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
主
体
の
色
（
墨
）

に
さ
ら
に
複
数
の
染
色
紙
を
足
し
て
、
明
暗
や
色
味
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
料
紙
の
色

に
近
づ
け
る
。
染
色
紙
に
使
用
さ
れ
た
染
料
に
よ
っ
て
は
、
水
に
対
し
て
の
堅
牢
度
が

低
い
も
の
が
あ
る
た
め
、
染
色
紙
を
一
晩
水
に
浸
し
て
お
き
、
色
落
ち
し
な
い
か
確
認

す
る
。

③　

厚
み
（
＝
重
さ
）
の
選
択

　

事
前
に
当
部
で
使
用
し
て
い
る
簀
桁
の
大
き
さ
に
対
し
て
、
何
㌘
の
紙
料
を
用
い
る

と
ど
の
程
度
の
厚
み
の
紙
が
漉
け
る
の
か
サ
ン
プ
ル
を
作
製
し
、
そ
れ
を
目
安
に
紙
料

の
重
さ
を
選
択
す
る
。
使
用
す
る
紙
料
が
決
ま
っ
た
ら
、
水
に
浸
す
前
に
あ
ら
か
じ
め

乾
燥
し
た
状
態
で
紙
の
重
さ
を
計
測
し
て
お
く
（
図
版
写
真
9
）。

④　

漉
き
返
し
紙
の
仕
上
が
り
の
選
択
（
圧
す
る
か
否
か
）

　

厚
み
の
選
択
と
同
時
に
、
漉
き
返
し
紙
の
仕
上
が
り
を
決
め
る
。
プ
レ
ス
機
で
圧
す

こ
と
で
紙
の
厚
み
や
風
合
い
が
異
な
り
、
圧
す
こ
と
で
堅
く
し
っ
か
り
と
し
た
仕
上
が

り
と
す
る
か
、
そ
の
ま
ま
乾
か
し
ふ
ん
わ
り
と
や
わ
ら
か
い
仕
上
が
り
に
す
る
か
（
簀

伏
せ
。
漉
き
あ
げ
た
湿
紙
を
干
板
に
直
接
移
し
伏
せ
る
こ
と
で
柔
軟
な
仕
上
が
り
に
な

る
）
選
択
す
る
。

⑤　

原
料
を
水
に
浸
す

　

こ
の
後
水
に
浸
し
た
紙
料
を
ミ
キ
サ
ー
で
叩
解
す
る
が
、
紙
料
が
小
さ
い
と
ミ
キ

サ
ー
の
刃
に
紙
料
が
あ
た
ら
ず
叩
解
さ
れ
な
い
た
め
、
小
さ
く
と
も
三
㌢
×
三
㌢
ほ
ど

の
大
き
さ
に
繊
維
が
出
る
よ
う
に
原
料
紙
を
手
で
裂
く
。
ま
た
ミ
キ
サ
ー
で
叩
解
し
て

も
裁
断
面
が
残
っ
て
し
ま
う
た
め
、
は
さ
み
を
用
い
て
裁
断
し
な
い
。（
図
版
写
真
10
）。

⑥　

複
数
の
紙
料
の
原
料
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
と
重
さ
の
計
算

　

一
晩
水
に
浸
し
た
原
料
を
適
度
に
絞
っ
て
水
気
を
切
り
、
重
さ
を
量
る
。
あ
ら
か
じ

め
計
測
し
た
乾
燥
し
た
状
態
の
紙
料
の
原
料
の
重
さ
と
水
に
浸
し
た
紙
料
の
原
料
の
重

さ
か
ら
、
乾
燥
状
態
の
〇
・
五
㌘
も
し
く
は
一
㌘
単
位
に
紙
料
を
分
割
す
る
。
複
数
の

原
料
を
掛
け
合
わ
せ
て
一
枚
の
紙
を
漉
く
た
め
、
数
種
類
の
紙
料
の
原
料
の
重
さ
＝
仕

上
が
り
の
重
さ
に
な
る
よ
う
に
す
る
。

　

ま
た
同
じ
紙
料
の
掛
け
合
わ
せ
で
も
色
味
を
わ
ず
か
に
変
え
て
試
作
を
作
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
紙
料
の
割
合
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
（
例
え
ば
、
墨
一
㌘
：
茶
一
㌘
、
墨

一
・
五
㌘
：
茶
〇
・
五
㌘
の
よ
う
に
。
図
版
写
真
11
）。

⑦　

叩
解

　

紙
料
の
比
率
が
決
ま
っ
た
ら
、
ミ
キ
サ
ー
に
複
数
の
紙
料
と
粘
剤
（
ト
ロ
ロ
ア
オ

イ
）
を
加
え
た
水
を
一
緒
に
入
れ
て
十
分
に
叩
解
す
る
（
図
版
写
真
12
）。
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⑧　

漉
く
（
こ
こ
か
ら
の
作
業
は
二
人
掛
か
り
で
行
っ
た
方
が
良
い
）

　

事
前
に
漉
き
舟
に
簀
桁
が
十
分
に
沈
む
程
の
水
を
張
り
、
粘
剤
を
混
ぜ
て
お
く
。
一

人
が
紙
料
を
ミ
キ
サ
ー
で
よ
く
叩
解
し
て
い
る
間
、
漉
き
手
は
簀
桁
を
準
備
し
漉
き
舟

の
中
に
沈
め
て
お
く
。
叩
解
が
済
ん
だ
ら
漉
き
手
が
持
っ
て
い
る
簀
桁
の
中
へ
紙
料
を

流
し
込
む
（
図
版
写
真
13
）。
漉
き
手
は
澆
紙
法
の
要
領
で
手
で
繊
維
を
か
き
混
ぜ
簀

桁
の
中
に
均
一
に
広
げ
る
。
こ
の
際
、
簀
桁
を
水
面
近
く
ま
で
持
ち
上
げ
る
と
繊
維
の

散
ら
ば
り
具
合
が
見
や
す
い
が
、
水
面
か
ら
出
し
て
し
ま
う
と
気
泡
が
混
入
し
均
一
に

広
が
っ
た
繊
維
に
穴
が
開
い
て
し
ま
う
た
め
注
意
す
る
（
図
版
写
真
14
）。

⑨　

乾
燥

　

当
係
で
は
湿
紙
を
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
紙
を
敷
い
た
サ
ク
シ
ョ
ン
テ
ー
ブ
ル
に
移
し
た

後
、
バ
キ
ュ
ー
ム
し
余
分
な
水
分
を
除
き
（
図
版
写
真
15
）、
ボ
ー
ル
紙
の
上
で
乾
燥

さ
せ
る
か
、
半
乾
き
の
状
態
の
時
に
プ
レ
ス
機
で
圧
を
掛
け
る
。

　

漉
き
返
し
た
補
修
紙
の
色
味
の
確
認
の
様
子
と
本
紙
と
漉
き
返
し
紙
の
透
過
写
真
、
お

よ
び
様
々
な
色
合
い
の
宿
紙
に
合
わ
せ
て
作
製
し
た
補
修
紙
に
つ
い
て
は
、
図
版
写
真
16

〜
18
を
参
照
さ
れ
た
い
。

4
　
巻
子
の
継
ぎ
に
つ
い
て

　

上
述
し
た
と
お
り
、
当
資
料
は
通
常
の
巻
子
本
と
は
異
な
り
継
ぎ
方
が
統
一
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
今
後
の
利
用
の
際
に
扱
い
や
す
く
す
る
た
め
に
、
原
則
的
に
全
巻
地
合
わ

せ
で
成
巻
し
直
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
当
資
料
は
、
料
紙
そ
れ
ぞ
れ
の
形
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
地
（
底
辺
）
が
直

線
で
な
い
も
の
も
多
く
、
部
分
的
に
直
線
の
も
の
、
弓
な
り
に
歪
曲
し
て
い
る
も
の
と

様
々
で
あ
る
（
図
版
写
真
19
）。
そ
の
た
め
ま
ず
全
体
の
継
ぎ
の
様
子
を
見
る
た
め
に
巻

末
か
ら
本
紙
を
並
べ
、
一
箇
所
ず
つ
継
ぎ
の
幅
や
地
の
合
わ
せ
る
場
所
を
確
認
し
た
。
継

ぎ
目
ご
と
に
合
わ
せ
方
が
異
な
る
た
め
、
修
復
前
に
撮
影
し
た
画
像
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

し
、
そ
こ
に
印
を
書
き
込
ん
だ
も
の
を
継
ぐ
際
の
参
照
材
料
と
し
た
。

　

継
ぎ
目
の
字
や
花
押
な
ど
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
箇
所
を
最
優
先
に
継
ぎ
、
屈
折
が

あ
っ
た
場
合
に
は
前
後
の
継
ぎ
目
で
修
正
し
た
。
ま
た
、
継
ぎ
目
の
両
辺
が
合
わ
ず
、
継

ぎ
の
重
な
り
に
差
が
出
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
や
む
を
得
ず
料
紙
の
間
に
足
し
紙
を
入
れ

た
（
図
版
写
真
20
）。

5
　
天
地
足
し
紙
に
つ
い
て

　

上
述
し
た
と
お
り
⑸
と
⑺
の
天
に
檀
紙
で
足
し
紙
が
施
さ
れ
て
い
た
。
当
資
料
は
、
本

紙
は
も
と
よ
り
天
地
足
し
紙
の
大
き
さ
も
一
様
で
は
な
い
。
な
る
べ
く
本
紙
に
足
し
紙
を

足
し
た
天
地
の
寸
法
を
合
わ
せ
る
よ
う
貼
り
継
い
だ
が
、
糊
し
ろ
の
幅
は
均
一
に
は
な
ら

な
か
っ
た
（
図
版
写
真
21
）。
さ
ら
に
、
厚
い
檀
紙
に
よ
る
天
地
足
し
紙
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
本
紙
と
の
間
に
著
し
い
厚
み
の
差
が
う
ま
れ
、
巻
い
た
際
に
そ
の
差
が
よ
り
顕
著

に
な
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
天
を
き
つ
く
巻
い
て
も
地
が
緩
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う

（
図
版
写
真
22
・
23
）。
ま
た
、
巻
く
作
業
そ
の
も
の
も
、
天
地
の
厚
み
の
違
い
か
ら
真
っ

直
ぐ
巻
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
加
え
て
、「
4　

巻
子
の
継
ぎ
に
つ
い
て
」
で

も
述
べ
た
と
お
り
、
字
合
わ
せ
を
優
先
し
て
料
紙
を
継
い
だ
結
果
、
数
紙
に
わ
た
っ
て
天

が
段
違
い
に
料
紙
が
継
が
れ
て
い
る
も
の
や
、
地
が
不
揃
い
な
料
紙
が
多
い
た
め
、
必
ず

し
も
地
を
基
準
に
巻
い
て
い
け
ば
良
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
巻
子
本
の
取
り
扱
い
に
熟
練
し
て
い
る
者
で
さ
え
、
そ
の
扱
い
に

困
難
を
極
め
る
装
丁
と
な
っ
て
い
る
。「
2　

修
復
方
針
の
選
択
」
の
中
で
も
挙
げ
て
い

る
と
お
り
、
原
装
を
尊
重
し
た
修
復
を
選
択
し
た
う
え
で
の
難
点
で
あ
る
。
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ま
と
め

　

今
回
の
修
復
に
あ
た
り
補
修
紙
の
作
製
を
行
っ
た
こ
と
は
、
当
部
で
は
初
め
て
の
試
み

で
あ
っ
た
。
特
定
の
料
紙
に
適
し
た
漉
き
返
し
の
補
修
紙
の
作
製
は
、
紙
漉
き
の
技
術
に

加
え
て
、
色
味
や
厚
み
の
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
容
易
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

普
段
は
和
紙
の
消
費
者
の
立
場
だ
が
、
今
回
作
り
手
に
ま
わ
っ
て
み
た
こ
と
で
、
紙
漉
き

の
難
し
さ
を
体
感
し
、
改
め
て
手
漉
き
和
紙
の
技
術
の
高
さ
を
実
感
で
き
た
の
は
得
難
い

経
験
で
あ
り
、
今
後
の
修
復
作
業
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
紙
の
修

復
に
適
切
な
補
修
紙
の
選
択
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
試
行
錯
誤

を
重
ね
な
が
ら
よ
り
良
い
補
修
紙
の
作
製
方
法
を
模
索
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
今
回
の
修
復
処
置
で
は
、
料
紙
本
来
の
よ
う
す
が
わ
か
る
状

態
を
維
持
し
つ
つ
、
天
保
の
修
復
状
況
を
尊
重
し
た
修
復
方
針
を
選
択
し
た
。
し
か
し
そ

の
結
果
、
隣
り
合
う
料
紙
の
極
端
な
寸
法
の
違
い
が
、
取
り
扱
い
の
難
し
さ
の
も
と
と
な

り
、
折
れ
や
破
損
に
つ
な
が
る
状
態
は
そ
の
ま
ま
と
な
っ
た
。
ま
た
、
隣
り
合
う
料
紙
の

厚
み
の
差
も
料
紙
へ
の
負
担
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
厚
み
の
あ
る
料
紙
の
多
く

に
巻
き
皺
（
巻
子
の
形
態
に
巻
か
れ
る
こ
と
で
料
紙
に
負
担
が
か
か
っ
て
で
き
る
皺
）
が

入
っ
て
い
た
た
め
、
折
れ
伏
せ
を
入
れ
、
細
い
巻
軸
を
再
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
軸

巻
き
紙
を
入
れ
て
軸
径
を
太
く
し
、
巻
き
が
き
つ
く
な
ら
な
い
よ
う
対
応
し
た
。
だ
が
、

原
装
を
尊
重
し
て
裏
打
ち
紙
を
元
の
形
態
に
戻
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
か
か
る
負

担
を
軽
減
で
き
な
い
料
紙
も
あ
っ
た
。

　

く
り
返
し
に
な
る
が
、
原
装
を
尊
重
し
た
結
果
、
天
地
の
不
揃
い
や
料
紙
の
厚
み
の
差

は
解
消
せ
ず
、
取
り
扱
い
は
熟
練
者
で
さ
え
非
常
に
困
難
な
ま
ま
と
な
っ
た
。
本
紙
の
損

傷
に
繋
が
る
危
険
性
が
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
直
し
手
と
し
て
忸
怩
た
る
思
い
も

あ
る
が
、
利
用
と
保
存
管
理
の
矛
盾
は
文
化
財
全
体
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
り
、
容
易
に

解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

な
お
、
今
後
当
資
料
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
際
は
、
基
本
的
に
複
製
本
（
写
真
帳
）

を
提
供
し
、
要
望
が
あ
っ
た
場
合
の
み
原
本
を
出
納
す
る
こ
と
が
、
当
部
内
の
担
当
係
に

お
い
て
決
定
し
た
。
特
に
原
本
を
出
納
す
る
場
合
は
、
取
り
扱
い
に
十
分
注
意
喚
起
を
し
、

閲
覧
後
の
巻
き
戻
し
は
担
当
係
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
当
部
内
の
職
員
に
よ
る
利

用
も
同
様
に
、
極
力
原
本
は
使
用
せ
ず
、
画
像
デ
ー
タ
や
複
製
本
を
使
用
す
る
予
定
で
あ

る
。

　

な
お
、
当
部
が
公
開
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画

像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
で
は
、
当
資
料
の
修
復
前
、
解
体
時
、
修
復
後
の
画
像
を
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
画
像
と
本
報
告
で
、
当
資
料
に
関
す
る
お
お
よ
そ
の

情
報
は
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
紙
背
文
書
・
裏
打
ち
紙
文
書
等
の
紹
介

1
　
解
体
時
の
調
査

　

先
述
の
と
お
り
、
今
回
の
修
復
の
過
程
で
七
巻
い
ず
れ
も
解
体
し
、
裏
打
ち
紙
等
を
は

が
し
た
こ
と
で
、
端
裏
書
や
紙
背
文
書
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
情
報
の

多
く
は
、
未
解
体
で
編
纂
さ
れ
た
『
叢
刊
』
に
も
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
紙
に
か
か
わ

る
も
の
と
し
て
新
た
に
以
下
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

・
⑴
小
槻
千
宣
・
冬
直
連
署
解
状
（
一
二
一
一
号
）
は
、
端
裏
を
折
り
返
し
て
巻
装
さ
れ

て
お
り
、
折
返
し
の
内
側
（
表
面
の
袖
端
）
の
中
央
に
「
依
請
」
の
二
字
が
あ
る
。
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・
⑴
官
長
者
〈
小
槻
兼
治
〉
家
雑
掌
目
安
案
（
一
二
一
四
号
）
に
は
、「
Ｘ
　
　
　
Ｚ
安
〔
案
〕

兼
治　

法
光
寺
領
事
」
の
端
裏
書
が
あ
る
。

・
⑴
官
長
者
〈
壬
生
晨
照
〉
申
状
案
（
一
二
一
五
号
）
元
端
裏
書
は
、『
叢
刊
』
に
「
治

何
」
と
あ
る
が
、「
治
河
」
と
判
読
で
き
、
訴
訟
を
担
当
し
た
室
町
幕
府
奉
行
人
治
部

河
内
守
貞
政
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

・
⑴
万
里
小
路
時
房
勘
文
案
（
一
二
一
六
号
）
の
紙
継
目
裏
、
松
木
宗
継
勘
文
案
（
同
一

二
一
七
号
）・
某
勘
文
案
（
同
一
二
一
八
号
）
の
紙
背
に
は
同
じ
花
押
が
あ
り
、
各
号

『
叢
刊
』
に
は
「
裏
花
押
一
顆
あ
り
」
と
の
み
注
記
が
あ
る
が
、
室
町
幕
府
奉
行
人
飯

尾
貞
連
の
も
の
と
確
認
さ
れ
た
。

・
⑵
光
厳
上
皇
院
宣
（
一
二
二
七
号
）
に
は
、「
院
宣
」
の
端
裏
書
が
あ
る
。

・
⑵
管
領
斯
波
義
将
施
行
状
（
一
二
三
一
号
「
室
町
幕
府
御
教
書
」）
の
義
将
の
花
押
は

本
文
と
同
墨
で
あ
り
、
本
文
書
は
案
文
か
写
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

・
⑵
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
三
通
（
一
二
三
七
・
一
二
三
九
・
一
二
四
〇
号
）
は
、

不
自
然
に
袖
上
部
を
欠
損
し
て
お
り
、
端
裏
書
を
故
意
に
破
損
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。

・
⑶
第
七
紙
は
案
文
群
の
袖
端
と
思
し
い
紙
片
で
あ
り
、
一
二
五
二
号
に
収
載
さ
れ
た
端

裏
書
の
ほ
か
、
紙
背
文
書
の
充
所
脇
付
で
あ
ろ
う
「
人
々
御
中
」
の
文
字
が
確
認
で
き

る
。

・
⑶
一
連
の
案
文
（
前
後
欠
）
で
あ
る
官
宣
旨
案
（
一
二
七
三
号
）・
太
政
官
牒
案
（
同

一
二
七
四
号
）
の
紙
継
目
に
は
裏
花
押
が
あ
り
、『
叢
刊
』
に
は
一
二
七
三
号
に
「
紙

継
目
裏
花
押
あ
り
」
と
の
み
注
記
が
あ
る
が
、
室
町
幕
府
奉
行
人
飯
尾
為
清
の
も
の
と

確
認
さ
れ
た
。
官
宣
旨
案
の
袖
端
と
太
政
官
牒
案
の
奥
端
の
旧
紙
継
目
の
裏
に
も
、
同

じ
く
為
清
の
花
押
の
残
片
が
あ
る
。

・
⑸
後
光
厳
天
皇
綸
旨
（
一
二
九
四
号
）
に
は
、「
Ｘ
　
Ｚ
日
」
の
端
裏
書
が
あ
る
。

2
　
紙
背
文
書
の
紹
介

　

紙
背
文
書
は
⑶
〜
⑺
の
五
巻
に
計
一
八
通
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
原
装
の
ま
ま
で
は

判
読
不
能
の
も
の
は
『
叢
刊
』
で
収
載
を
見
送
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
解
体
修
復
で
、
そ

の
多
く
が
判
読
可
能
と
な
っ
た
。
修
復
に
と
も
な
う
成
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
以
下
に
紹
介

し
た
い
。

　

な
お
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
と
お
り
と
し
た
。

一
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
、
一
部
に
限
っ
て
異
体
字
を
用
い
た
。

一
、
改
行
箇
所
を
」で
示
し
た
。

一
、
欠
損
等
に
よ
り
文
字
が
欠
落
し
て
い
る
箇
所
は
、
□
も
し
く
は
Ｘ　

Ｚ
で
示
し
た
。

ま
た
、
そ
の
他
判
読
不
能
の
文
字
は
、
Ｗ
で
示
し
た
。

一
、
塗
抹
や
見
せ
消
ち
の
さ
れ
た
文
字
の
う
ち
、
元
の
文
字
が
判
読
で
き
る
も
の
に
は
傍

ら
に
Ｃ
と
書
き
改
め
た
文
字
を
記
し
、
判
読
で
き
な
い
も
の
は
■
で
示
し
た
。

一
、
適
宜
、
読
点
を
付
し
、〔　

〕で
校
訂
注
を
、（　

）で
そ
の
他
傍
注
を
付
し
た
。

一
、
そ
の
他
補
足
す
べ
き
情
報
は
、
各
文
書
の
末
尾
に
付
記
し
た
。

1　

某
書
状　

⑶
第
一
〇
紙
（
一
二
五
五
〜
一
二
五
七
号
）
紙
背

　
　
　
　
　
　
　
（
切
封
痕
）

　
　
　

尚
々
今
日
例
日
Ｘ　

Ｚ
」明
旦
早
々
可
申
Ｘ　

Ｚ
」候
乎
、
例
日
可
Ｘ　

Ｚ

御
札
旨
委
細
蒙
仰
候
Ｘ　

Ｚ
」抑
彼
間
事
、
六
Ｗ
日
□
Ｔ
Ｕ
」態
々
人
を
下
候
、
早
々
□
Ｘ

Ｚ
」可
申
入
候
、
定
子
細
□
Ｔ
Ｕ
」存
候
、
十
二
日
Ｗ
Ｗ
方
□
Ｔ
Ｕ
」明
旦
必
々
人
を
下
候

□
Ｔ
Ｕ
」一
督
状
成
下
候
、
員
数
Ｘ　

Ｚ
」申
遣
候
、
不
可
有
等
閑
候
□
Ｔ
Ｕ
」可
申
候
、

（
袖
追
而
書
）
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恐
々
敬
白
、

　
　
　

七
月
九
日　
　

Ｘ　

Ｚ

　

人
々
御
中　
御
報

2　

某
書
状　

⑶
第
一
四
・
一
五
紙
（
一
二
六
三
・
一
二
六
四
号
）
紙
背

○
一
二
六
三
号
〔
裏
文
書
〕
と
し
て
既
収
。
大
き
な
異
同
は
な
い
た
め
省
略
し
た
。
な
お
、
切

封
墨
切
の
下
に
「
と
て
Ｘ　

Ｚ
」
と
差
出
書
ら
し
き
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。

3　

某
書
状
礼
紙　

⑶
第
二
〇
紙
（
一
二
七
一
号
）
紙
背

（
前
欠
）

計
事
候
□
Ｘ　
　

Ｚ
」御
意
Ｘ　

Ｚ
□
□
Ｘ　
　

Ｚ

　
　

二
月
九
日
Ｘ　
　

Ｚ

　
　
　

御
Ｘ　
　

Ｚ

○
一
二
七
一
号
に
「
裏
文
書
あ
る
も
破
損
甚
だ
し
き
た
め
省
略
す
」
と
あ
る
。

4　

某
書
状
案　

⑶
第
二
二
紙
（
一
二
七
二
号
第
二
紙
）
紙
背

（
前
欠
）

か
や
う
に
う
け
給
候
や
ら
ん
、」さ
候
へ
ハ
こ
そ
て
し
る
し
」給
候
へ
と
、
ぬ
し
の
か
た
へ
」

申
さ
れ
候
し
に
給
候
ハ
て
、」か
や
う
に
と
か
く
う
け
給
候
、」め
ん
ほ
く
な
く
候
、
さ
り
」

な
か
ら
こ
の
を
り
か
み
を
、」ぬ
し
に
や
か
て
ミ
せ
」候
へ
く
候
、
五
文
こ
」の
ふ
ん
に
て
こ

そ
、
こ
そ
の
」し
ハ
す
ま
て
、
又
十
く
わ
ん
七
Ｗ
十
」に
て
候
を
申
給
、
五
ゆ
い
給
候
と
」

う
け
給
候
、こ
た
Ｗ
文
を
ぬ
し
の
」と
り
て
を
き
候
、
返
々
（
書
き
さ
し
か
）

　
　
　
　
（
切
封
墨
引
）

（

面

目

）

（

折

紙

）

（
去
年
）

（
師
走
）

（
結
）

　
　
　
　
　

□
返
事
Ｘ　

Ｚ

○
一
二
七
二
号
〔
裏
文
書
〕
と
し
て
既
収
だ
が
、
傍
点
を
付
し
た
文
字
の
翻
字
を
改
め
た
。

5　

実
成
院
明
順
書
状
礼
紙　

⑷
第
四
紙
（
一
二
七
八
号
㈠
〜
㈢
）
紙
背

　
　
　
　
　
（
切
封
墨
引
）　　

実
成
院

　
　
　

壬
生
殿　
進
覧
候
、　
　

明
順

○
本
文
書
以
下
三
通
、『
叢
刊
』
に
は
「
紙
背
に
実
成
院
明
順
書
状
礼
紙
二
紙
、
某
仮
名
書
状
一

紙
あ
る
も
、
い
ま
省
略
す
」
と
あ
る
。

6　

実
成
院
明
順
書
状
礼
紙　

⑷
第
五
紙
（
一
二
七
八
号
㈣
〜
㈧
）
紙
背

　
　
　
　
　
（
切
封
墨
引
）　　

実
成
院

　
　
　

壬
生
殿　
進
覧
候
、　
　

明
順

7　

某
書
状　

⑷
第
六
紙
（
一
二
七
八
号
㈨
㈩
）
紙
背

　
　

こ
の
よ
し
と
い
御
申
候
て
」た
ま
ハ
り
候
へ
く
候
、

さ
き
の
あ
ほ
に
は
御
ま
き
物
、」し
か
と
う
つ
さ
せ
候
ハ
ん
と
ま
か
せ
」候
つ
る
や
、
や
か

て
連
Ｘ　
　

Ｚ
」あ
つ
ら
へ
候
て
、
か
へ
り
Ｘ　

Ｚ
」候
や
、
御
れ
い
を
申
へ
き
よ
し
申
候

へ
と
も
、
さ
た
め
て
」さ
し
た
る
事
に
て
は
」ま
し
く
候
へ
く
候
、

　
　
（
切
封
墨
引
）　　
　
　

と
ん
せ
□

　
　
　
　
　

ミ
ふ
と
の
へ
参
人
々
申
給
へ

○
差
出
書
の
前
行
に
異
筆
に
て
「
諸
国
所
々
案
堵
下
知
案
文
壬
生
」
と
あ
る
。
表
の
一
二
七
八

号
に
か
か
る
も
の
な
ら
ん
。

〔
御
ヵ
〕

（
袖
追
而
書
）
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8　

可
□
書
状
（
折
紙
）　

⑷
第
八
紙
（
一
二
八
〇
号
）
紙
背

　
　
　

返
々
御
下
知
」被
持
て
御
出
候
へ
、」か
し
く
、

態
き
り
帋
に
て
申
候
、」御
下
知
事
申
候
処
、
御
」身
ニ
被
宛
者
の
計
、」調
子
儀
候
て
、
下

候
」ハ
ん
と
申
候
、
又
御
証
文
も
」渡
下
し
度
由
申
候
、」此
者
と
ハ
出
下
し
候
、」明
日
者
我

等
も
出
京
」仕
候
ハ
ん
間
、
此
方
ニ
有
ま
し
く
候
、」晩
景
者
罷
出
候
ハ
ん
」す
る
間
、
や
か

て
〳
〵
」出
下
し
候
、」か
し
く
、

　
　

壬
生
殿
ま
い
る　
　
　
　

可
Ｗ

○
一
二
八
〇
号
〔
裏
文
書
〕
と
し
て
既
収
だ
が
、
傍
点
を
付
し
た
文
字
の
翻
字
を
改
め
た
。

9　

某
書
状
礼
紙　

⑷
第
一
七
紙
（
一
二
八
七
号
）
紙
背

　
　

被
成
候
つ
る
と
て
、
□
□
す
る
Ｗ
Ｗ
申
候
、

御
わ
つ
ら
い
と
も
Ｘ
Ｚ
」な
に
と
Ｔ
Ｕ
」た
る
事
に
て
Ｔ
Ｕ
」さ
り
な
か
ら
」御
Ｗ
Ｗ
う
い
入

給
候
」や
ま
の
い
Ｗ
の
Ｗ
も
を
な
し
く
申
候
、」た
Ｗ
へ
く
候
、
返
々
い
Ｗ
」Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ
候
御

Ｗ
Ｗ
、」　　

謹
言
、

　
　
　
　

御
返
事
Ｗ
Ｗ
□
□

○
一
二
八
七
号
に
「
裏
文
書
あ
る
も
い
ま
省
略
す
」
と
あ
る
。

10　

清
原
良
季
勘
返
小
槻
有
家
書
状　

⑸
第
九
紙
（
一
二
九
八
号
）
紙
背

○
一
二
九
八
号
〔
裏
文
書
〕
と
し
て
既
収
。
勘
返
の
差
出
を
「
良
季
」
と
読
み
、
清
原
良
季
に

比
定
し
た
ほ
か
は
、
大
き
な
異
同
は
な
い
た
め
省
略
し
た
。

11　

某
書
状
礼
紙　

⑹
第
一
紙
（
一
三
〇
五
・
一
三
〇
六
号
）
紙
背

（
前
欠
） （

袖
追
而
書
）

（
上
段
）

（
下
段
）

（
行
間
追
而
書
）

仙
薬
一

令
進
」上
之
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

二
□
五
□　
　

Ｘ　

Ｚ

壬
生
殿

　
　
（
切
封
墨
引
）

　

Ｘ　
　
　
　
　

Ｚ

（
後
欠
）

○
三
〇
六
号
に
「
裏
文
書
あ
る
も
破
損
甚
だ
し
き
た
め
省
略
す
」
と
あ
る
。
本
文
書
以
下
六
通
、

同
筆
か
。

12　

某
書
状　

⑹
第
二
紙
（
一
三
〇
六
・
一
三
〇
七
号
）
紙
背

除
目
次
第
転
任
以
外
候
、

下
名
何
日
と
か
聞
候
覧
、」拝
任
卿
Ｗ
へ
可
□
状
事
候
、」何
の
中
納
言
□
可
書
候
哉
、」只
拝

任
の
初
に
て
候
へ
と
も
、
新
」中
納
言
と
可
書
候
や
ら
ん
、
Ｗ
重
」候
、
今
日
八
幡
詣
事
候

歟
、」彼
卿
定
供
奉
候
歟
、
又
者
給
候
」哉
、
昨
日
乙
一
殿
庄
主
」御
房
御
前
へ
被
□
神
妙
候
」

（
後
欠
）

○
前
号
参
照
。
次
号
文
書
に
続
く
か
。

13　

某
書
状
礼
紙　

⑹
第
三
紙
（
一
三
〇
七
・
一
三
〇
八
号
）
紙
背

（
前
欠
）

毎
事
期
見
参
候
、
謹
言
、

　
　
　
　

廿
三
日　

行

　
　
　
（
切
封
墨
引
）

Ｘ　
　
　
　
　
　
　
　

Ｚ

〔
月
〕
〔
日
〕

〔
と
ヵ
〕
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○
一
三
〇
八
号
に
「
裏
文
書
あ
る
も
省
略
す
」
と
あ
る
。
前
号
よ
り
続
く
か
。

14　

某
書
状　

⑹
第
四
紙
（
一
三
〇
八
号
）
紙
背

只
今
自
庄
主
御
房
罷
」帰
候
、
乙
一
殿
相
伴
て
」入
見
参
候
了
、
常
」可
参
之
由
、
被
仰
下

候
、
神
」妙
候
、

聞
書
可
給
候
、
謹
言
、

　
　
　

廿
二
日　
　

行

○
前
号
参
照
。

15　

某
書
状
礼
紙　

⑹
第
五
紙
（
一
三
〇
八
・
一
三
〇
九
号
）
紙
背

（
前
欠
）

七
ヶ
日
候
、
十
日
可
進
日
候
、」乙
一
殿
精
進
数
日
之
間
、」憔
悴
や
ら
ん
事
候
、」心
苦
候
、

謹
言
、

　
　
　
　

二
日　
　
　

行

　

Ｘ　

Ｚ
殿　
　
　

Ｘ　

Ｚ

○
一
三
〇
八
・
一
三
〇
九
号
に
そ
れ
ぞ
れ
「
裏
文
書
あ
る
も
省
略
す
」
と
あ
る
。
次
号
よ
り
続

く
か
。

16　

某
書
状
断
簡　

⑹
第
六
紙
（
一
三
〇
九
号
）
紙
背

（
前
欠
）」替
術
尽
候
、
御
才
□
□
」候
哉
、
如
法
片
時
之
事
候
、」珎
客
候
者
、
自
今
夜
Ｗ
」

口
遂
給
候
哉
、

春
日
行
幸
延
引
□
由
」示
候
、
一
定
候
哉
、

去
夜
下
名
候
歟
、
聞
書
」可
申
賜
候
、
参
籠
」

〔
給
ヵ
〕

〔
之
〕

（
後
欠
）

○
前
号
参
照
。

17　

某
書
状
案　

⑹
第
七
紙
（
一
三
一
〇
・
一
三
一
一
号
）
紙
背

　

如
此
初
に
候
之
間
、
如
置
事
候
、」可
被
申
候
也
、

代
々
御
元
服
賀
表
作
者
被
」注
進
候
や
ら
ん
、
一
旦
大
切
」事
候
表
等
事
や
ら
ん
、
可
借
」

給
候
、
炎
上
已
後
杉
下
奉
却
候
」之
也
、
同
可
撰
給
上
候
、」謹
言
、

　
　
　
　

二
月
廿
日　
　
　
　

Ｗ（
書
き
さ
し
ヵ
）

○
一
三
一
一
号
に
「
裏
文
書
あ
る
も
省
略
す
」
と
あ
る
。

18　

某
書
状
案
（
書
き
さ
し
）　

⑺
第
四
紙
（
一
三
一
八
号
）
紙
背

御
状
委
細
拝
見
仕
候
了
、」恐
悦
候
、
誠
御
暇
請
不
申
候
、」背
本
意
候
、
無
指
事
候
ハ
ヽ
」

比
興
候
、
彼
公
事
今
日
ニ
も
」老
父
罷
出
候
、
定
属
無
為
」候
歟
、
仍
大（
書
き
さ
し
）

○
一
三
一
八
号
〔
裏
文
書
〕
と
し
て
既
収
だ
が
、
傍
点
を
付
し
た
文
字
の
翻
字
を
改
め
た
。

3
　
裏
打
ち
紙
・
足
し
紙
紙
背
文
書
の
紹
介

　

⑹
を
除
く
六
巻
に
は
、
紙
背
文
書
の
み
な
ら
ず
裏
打
ち
紙
や
天
地
足
し
紙
に
も
文
書
が

あ
り
、
今
回
の
修
復
に
と
も
な
う
解
体
に
よ
り
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
べ
て

近
世
（
一
八
世
紀
末
）
の
も
の
で
壬
生
家
宛
て
の
も
の
が
多
く
、
壬
生
家
に
お
け
る
天
保

の
修
補
で
施
さ
れ
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
一
部
を
裁
断
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
『
叢
刊
』
に
は
収
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
全
点
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

　

な
お
、
文
書
名
下
の
（　

）
内
に
は
断
簡
の
状
況
と
法
量
（
単
位
は
す
べ
て
㌢
）
等
を

記
し
た
。
そ
の
他
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
紙
背
文
書
に
準
じ
た
が
、
一
部
上
下
を
欠
い
て

（
袖
追
而
書
）

Ｗ
Ｗ

先
日
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い
る
も
の
は
、
原
本
ど
お
り
の
行
取
り
で
示
し
た
。
ま
た
、
表
裏
に
文
書
の
あ
る
も
の
は
、

そ
れ
を
上
下
段
に
し
て
示
し
た
。
文
書
名
に
つ
い
て
は
、
篠
﨑
佑
太
氏
よ
り
教
示
を
得
た
。

19　

金
子
書
立
断
簡　

⑴
表
紙
紙
（
上
・
右
辺
切
断
、
三
七
・
二
×
二
六
・
五
）

（
前
欠
）

金
子　

二
百
疋

　

以
上

20　

宗
旨
御
改
一
札
之
事　

天
明
八
年
九
月　

内
舎
人
広
瀬
某

⑴
表
紙
中
貼
り
（
下
辺
切
断
、
二
六
・
五
×
三
七
・
二
）

　
　
　
　

宗
旨
御
改
一
札
之
事

一
、
人
数
七
人

　
　
　
　
　

男
弐
人　
　

日
蓮
宗

　
　
　
　
　

同
壱
人　
　

浄
土
宗

　
　
　
　
　

女
弐
人　
　

日
蓮
宗

　
　
　
　
　

同
壱
人　
　

一
向
宗

　
　
　
　
　

同
壱
人　
　

禅　

宗

右
之
通
、
家
内
宗
門
相
改
候
所
、
切
死
丹
耶
Ｘ　
　

Ｚ
」悲
田
宗
門
ニ
而
茂
無
御
座
候
、

依
而
一
札
如
件
、

　

天
明
八
申
年
九
月　
　
　

広
瀬
Ｘ　
　

Ｚ

　
　
　
　
　

官
務
殿

〇
本
紙
の
下
辺
に
貼
り
継
が
れ
た
紙
に
も
、「
候
所
」「
申
候
」「
以
上
」「
近
（
黒
印
、
印
文「
嘉

Ｗ
」）」「
殿
（
黒
印
、
印
文「
Ｗ
晶
」）」
の
文
字
・
印
章
が
確
認
さ
れ
る
。

内
舎
人

（
壬
生
敬
義
）

21　

宗
旨
御
改
一
札
之
事　

天
明
八
年
九
月　

藤
木
保
邑

⑴
表
紙
見
返
し
紙
（
三
七
・
二
×
二
六
・
五
）

　
　

宗
旨
御
改
一
札
之
事

私
儀
賀
茂
譜
代
社
家
ニ
而
、
古
来
不
交
他
法
候
、」宗
旨
之
儀
ニ
付
、
若
従
他
所
疑
鋪
儀
申

者
」有
之
候
ハ
ヽ
、
拙
者
罷
出
其
埒
明
可
申
候
、」仍
為
後
日
一
札
如
件
、

天
明
戊
申
年
九
月　

藤
木
大
隅
守
（
黒
印
）

　
　
　

官
務
殿

22　

左
大
史
某
宣
旨
送
進
状
案

⑴
第
一
九
紙
（
一
二
二
二
号
）
裏
打
紙
（
三
一
・
八
×
三
九
・
一
）

皇
太
神
宮
権
禰
宜
荒
木
田
神
主
」守
業
可
転
補
同
宮
禰
宜
闕
替
」職
事
、　　

宣
旨
一
枚
献

之
、
早
」下
知
給
之
状
如
件
、

　

九
月　
　
　

左
大
史
（
花
押
）

進
上
祭
主
二
位
殿

○
横
一
条
抹
消
線
あ
り
。

23　

宗
旨
御
改
一
札
之
事　

天
明
八
年
九
月　

座
田
添
季
ヵ

⑵
表
紙
中
貼
り
（
下
・
左
辺
切
断
、
二
六
・
七
×
三
三
・
〇
）

　

宗
旨
御
改
一
札
之
事

私
儀
賀
茂
譜
代
之
社
家
ニ
而
、
古
来
」不
交
他
法
候
、
宗
旨
之
儀
ニ
付
、
若
」自
他
所
疑
敷
儀

申
者
有
之
候
ハ
ヽ
、」拙
者
罷
出
其
埒
明
可
申
候
、
仍
而
」為
後
日
一
札
如
件
、

　

天
明
八
戊
申
年
九
月　

座
田
大
監
物
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

官
務
殿

（
八
年
）

内
舎
人

（
印
文「
保
邑
」）

（
壬
生
敬
義
）

内
舎
人
（
添
季
ヵ
）

（
印
文「
添
□
」）

（
壬
生
敬
義
）
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24　

断
簡
（
宗
門
改
之
事
ヵ
）　

天
明
八
年
九
月　

東
辻
当
保
・
同
補
清

⑵
表
紙
見
返
し
紙
（
右
辺
切
断
、
三
三
・
〇
×
二
六
・
六
）

Ｘ　
　
　
　
　
　

Ｚ

一
、
私
共
儀
賀
茂
譜
代
之
社
家
ニ
而
、
従
古
来
」不
交
他
法
候
、
宗
旨
之
義
ニ
付
、
若
自
他

所
」疑
敷
儀
申
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
我
等
罷
出
其
埒
明
」可
申
候
、
仍
而
為
後
日
一
札
如
件
、

　

天
明
八
丁
未
年
九
月　
　

東
辻
右
兵
衛
少
尉
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
辻
土　

佐　

守
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

壬
生
官
務
殿

〇
奥
に
続
紙
が
あ
り
、
文
字
の
残
画
が
確
認
で
き
る
が
、
判
読
に
至
ら
な
い
。

25　

宗
門
御
改
之
事　

天
明
八
年
九
月　

衛
士
某

⑶
表
紙
中
貼
り
（
下
・
左
辺
切
断
、
三
一
・
二
×
二
七
・
二
）

　
　
　
　

宗
門
御
改
之
事

一
、
衛
士
知
重　
　

人
数
四
人

　
　
　
　

本
願
寺
門
徒
男　

壱
人

女　

壱
人

　
　
　
　

浄
土
宗　
　
男　

壱
人

女　

壱
人

一
、
衛
士
忠
重　
　

人
数
六
人

　
　
　
　

浄
土
宗　
　
男　

三
人

女　

三
人

右
、
此
度
就
宗
門
御
改
、
家
内

知
行
所
迄
遂
吟
味
Ｘ　
　

Ｚ
」御
禁
制
之
宗
門
壱
人

茂
無
御
座
候
、

一
、
知
行
所
鉄
炮
之
儀
、
急
ヲ
入
相
改
、
猥
リ
鉄
炮
打
不
Ｘ　
　

Ｚ
」猟
業
、
且
又
畜
類

防
事
、
寄
悪
事
仕
間
敷
之
段
、
堅
ク
申
付
置
候
Ｘ　
　

Ｚ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
左
Ｘ　
　

Ｚ

之（
マ
マ
）

（
印
文「
補
清
」）

（
印
文「
当
保
」）

（
敬
義
）

衛
士

　
　

天
明
八
年
申
九
月　

　
　
　
　
　

（
後
欠
）

〇
表
紙
紙
に
も
文
字
残
画
が
確
認
で
き
る
が
、
判
読
に
至
ら
な
い
。

26　

宣
旨
案
断
簡　

⑷
表
紙
中
貼
り
（
左
辺
切
断
、
三
五
・
二
×
二
四
・
五
）

右
少
弁
兼
左
衛
門
権
助
（
マ
マ
）藤
原
朝
臣
敬
孝
伝
」権
中
納
言
藤
原
朝
臣
兼
親
朝
臣　
　

」（
後
欠
）

27　

宣
旨
包
紙
ヵ
断
簡

⑷
第
三
紙
（
一
二
七
七
号
）
裏
打
紙
（
左
辺
切
断
、
二
七
・
四
×
四
五
・
五
）

Ｘ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｚ

〇
本
紙
の
ほ
か
、
第
四
紙
裏
打
紙
（
二
六
・
九
×
四
四
・
六
）
に
「
文
化
□
年
九
月
十
七
日　

Ｗ
事
Ｗ
事
旨
迄
之
消
息　

万
里
小
路
」、
第
五
紙
裏
打
紙
（
二
六
・
九
×
四
五
・
四
）
に
「
日

野
西　
　

延
光
」、
第
九
紙
裏
打
紙
（
二
七
・
三
×
三
〇
・
一
）
に
朱
書
「
十
二
月
十
八
日　
　

近
衛
家
拝
賀
従
事
」、
第
一
一
紙
裏
打
紙
（
二
七
・
九
×
四
二
・
五
）
に
「
文
化
元
年
四
月
八

日
従
事　
　

裏
松
」
な
ど
の
小
書
き
の
補
書
と
本
行
の
墨
色
残
画
が
認
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ

も
包
紙
の
表
書
き
な
ら
ん
。

28　

壬
生
家
鷁
退
先
例
（
折
紙
）

⑷
第
一
七
紙
（
一
二
八
七
号
）
裏
打
紙
（
上
下
辺
切
断
、
二
五
・
四
×
四
六
・
四
）

　
　

Ｚ
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
下
小
槻
孝
亮

Ｚ
年
十
月
三
十
日　

鷁
退
叙
正
六
位
上

　
　
　
　
　
　

日　

補
蔵
人
任
左
近
衛
将
監

〔
衛
士
ヵ
〕

□
□

（
勧
修
寺
）

（
中
山
）

寛
政
十
年
八
月
一
日　
　

宣
旨　
　

葉
室　
　

頼
寿

Ｗ
Ｗ
Ｗ

（
上
段
）

（
壬
生
）

十
二
歳
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聴
禁
色
昇
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
槻
忠
利

Ｚ
年
十
二
月
三
日　

叙
正
六
位
上
十
三
歳

　
　
　
　
　
　

日　

補
蔵
人
任
左
近
衛
将
監

　
　
　
　
　
　
　
　

聴
禁
色
昇
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
槻
紀
学

Ｚ
□
十
一
月
六
日　

叙
正
六
位
上
十
一
歳

　

Ｚ
十
二
月
八
日　

補
蔵
人
任
左
近
衛
将
監

　
　
　
　
　
　
　
　

聴
禁
色
昇
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

小
槻
重
房

Ｚ
年
七
月
八
日　

叙
正
六
位
上
十
七
歳

　
　
　
　
　

日　

補
蔵
人
任
左
近
衛
将
監

　
　
　
　
　
　
　

聴
禁
色
昇
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
槻
季
連

Ｚ
年
十
二
月
十
七
日　

叙
正
六
位
上
十
九
歳

　
　
　
　
　
　
　

日　

補
蔵
人
任
左
近
衛
将
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　

聴
禁
色
昇
殿

○
全
体
に
横
十
数
条
抹
消
線
あ
り
。

29　

伊
東
祐
信
書
状
（
折
紙
）

　

⑷
第
一
八
紙
（
一
二
八
八
号
）
裏
打
紙
（
上
下
・
左
辺
切
断
、
二
七
・
八
×
四
三
・
三
）

猶
々
其
御
地
御
取
込
之
時
節
、」被
懸
御
心
願
、
早
々
被
成
下
御
祝
」示
、
別
而
忝
次

第
奉
存
候
、

（
同
）

（
同
）

〔
年
〕

（
下
段
）

（
同
）

（
同
）

（
袖
追
而
書
）

　
　

為
御
礼
呈
愚
札
候
、
以
上
、

□
冬
以
愚
札
申
上
候
処
、」□
尊
報
被
成
下
貴
翰
、」忝
奉
拝
見
候
、
如
尊
意
」年
明
余
寒
甚

御
座
候
得
共
、」□
一
家
様
御
揃
御
勇
剛
」□
成
御
座
之
旨
、
珎
重
奉
存
候
、」就
中
亀
丸
様

御
母
子
様
」□
弥
御
健
躰
御
成
長
」□
遊
之
旨
、
目
出
度
御
儀
」□
過
之
奉
存
候
、
仍
而
為
」

□
祝
儀
御
肴
一
種
被
懸
」□
意
、
幾
久
忝
祝
入
奉
存
候
、」誠
遠
境
被
思
食
寄
、
不
浅
」（
中

欠
ヵ
）

次
第
奉
存
候
、
且
又
従
」御
一
家
様
方
御
銘
々
被
」成
下
御
祝
儀
物
、
従

亀
丸
様
茂
御
目
録
之
通
」頂
戴
、
千
秋
万
歳
目
出
度
」奉
祝
入
候
、
早
々
御
礼
」可
申
上
之

処
、
好
便
相
待
」遅
引
、
奉
背
本
意
候
、
猶
」万
賀
追
々
可
得
尊
意
候
、」恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

伊
東
左
門

　

卯
月
十
日　
　

祐
信
（
花
押
）

壬
生
官
務
様

〇
横
一
条
抹
消
線
あ
り
。

30　

太
政
官
符
土
代
ヵ　

⑸
表
紙
紙
（
三
六
・
九
×
二
九
・
〇
）

　
　
　
　

太
政
官
符　

符

太
政
官
府
（
マ
マ
）伊
勢
国

Ｃ

Ｃ

Ｃ　

太
政
官
符

　

応
預
奉
両　

太
神
宮
幣
帛
事

31　

言
恵
書
状
（
折
紙
）

　

⑸
第
一
紙（
一
二
九
一
号
）右
半
裏
打
紙（
下
・
左
右
辺
切
断
、
二
二
・
六
×
三
四
・
四
）

（
前
欠
）」久
々
御
面
談
」本
望
此
事
候
、」気
色
打
続
」罷
過
候
間
、
可
」心
易
候
、
為
見
」舞

見
事
之
」二
色

鞘
豆
」一
折
十
給
、
芳
志
」不
浅
令
㐂
悦
候
、」又
魚
魯
一
間
通
給
候
、」令

（
行
間
追
而
書
）

（
上
段
）

〔
御
ヵ
〕

〔
被
ヵ
〕

〔
御
ヵ
〕

〔
御
ヵ
〕

（
下
段
）

参
御
側
衆
中

（
上
段
）

方
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採
納
候
、」次
近
日
彼
是
」（
中
欠
）

（
中
欠
）」Ｘ　
　

Ｚ
Ｗ
行
」Ｘ　
　

Ｚ
□
候
也
、」Ｘ　
　

Ｚ
追
内
々
」Ｘ　
　

Ｚ
下
候
Ｔ
Ｕ

得
共
」Ｘ　
　

Ｚ
抑
も
」Ｘ　
　

Ｚ

Ｘ　
　

Ｚ
日　

言
恵

〇
横
一
条
抹
消
線
あ
り
。
次
号
文
書
と
貼
り
継
が
れ
て
裏
打
紙
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

32　

戸
田
某
書
状
（
折
紙
）

⑸
第
一
紙
（
一
二
九
一
号
）
左
半
裏
打
紙
（
左
右
辺
切
断
、
三
三
・
八
×
三
四
・
五
）

（
前
欠
）」
Ｘ　
　
　
　
　
　
　
　

Ｚ
若
」当
方
御
用
之
外
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
被
仰
付
」可
被

下
候
、
以
上
、

（
前
欠
）」不
可
有
休
期
御
座
候
、」先
以
其
御
地
御
静
謐
、
貴
殿
様
御
家
門
」御
安
全
御
超
歳

可
」被
成
旨
、
重
畳
目
出
」度
奉
存
候
、
其
後
者
」久
々
以
愚
札
も
不
申
上
、」御
無
音
仕
候
、

旧
冬
之
」厳
寒
ニ
も
弥
御
勇
」健
被
成
御
座
候
哉
、
承
度
」奉
存
候
、
当
地
別
条
」無
御
座
、

同
名
茂
衛
門
方
」無
為
、
子
共
息
災
ニ
加
」年
仕
候
間
、
乍
憚
御
心
」安
被
思
召
可
被
下
候
、」

（
中
欠
）

（
中
欠
）」春
移
申
候
得
者
、
世
上
共
」悠
々
候
、
早
長
閑
罷
成
候
、」為
差
儀
無
御
座
候
得

共
、」年
甫
之
御
祝
詞
申
」上
度
、
如
斯
御
座
候
、」猶
永
日
奉
期
万
㐂
之
」時
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

戸
田
平
丞

　

正
月
十
二
日　
　

勝
Ｗ
（
花
押
）

　
　
　
「
同
廿
六
日
到
来
、」

〇
全
体
に
×
印
抹
消
あ
り
。

33　

某
状
案
断
簡
／
某
状
案
断
簡

（
下
段
）

（
上
段
行
間
追
而
書
）

（
上
段
）

（
下
段
）

（
異
筆
）

⑸
第
二
紙
（
一
二
九
二
号
）
天
足
し
紙
（
上
下
・
左
辺
切
断
、
五
・
八
×
三
八
・
七
）

 

（
前
欠
ヵ
）

 

　

Ｚ
□
□
Ｘ

 

　

Ｚ　

時
Ｘ

 

Ｚ
朝
臣
俊
Ｘ

Ｚ
造
替
仮
殿
Ｘ 

Ｚ
□
勤
行
Ｘ

 

Ｚ
之
、　

Ｘ

 

Ｚ
大
史
小
Ｘ

34　

某
状
案
断
簡
／
某
状
案
断
簡

　
　

⑸
第
四
〜
五
紙
（
一
二
九
四
・
一
二
九
五
号
一
紙
目
）
天
足
し
紙

（
上
下
辺
切
断
、
四
・
〇
×
五
七
・
六
）

Ｚ
□
上
Ｘ 

Ｚ
太
神
朝
Ｘ

 

Ｚ
和
気
Ｘ

35　

某
状
案
断
簡
／
太
政
官
符
土
代
ヵ
断
簡

⑸
第
七
紙
（
一
二
九
六
号
）
天
足
し
紙
（
上
下
・
右
辺
切
断
、
八
・
三
×
四
四
・
五
）

　

Ｚ
藤
原
朝
Ｘ 

（
前
欠
ヵ
）

Ｚ　
　
　
　

Ｘ 

　
　

Ｚ
□
Ｘ

Ｚ
原
朝
臣
□
Ｘ 

Ｚ
勤
行
造
替
Ｘ

Ｚ
藤
原
朝
臣
Ｘ 

　

Ｚ
令
𠆢
令　

Ｘ

Ｚ
法
眼
者
Ｘ 

　

Ｚ
藤
原
朝
Ｘ

Ｚ
藤
原
朝
Ｘ 

Ｚ
仕
日
時
令
勤
Ｘ

（
表
）

（
裏
）

〔
槻
ヵ
〕

（
表
）

（
裏
）

（
表
）

（
裏
）
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Ｚ
勤
行　

Ｘ 

　

Ｚ
円
太
記
Ｘ

（
後
欠
） 

Ｚ
□
藤
原
Ｘ

 

Ｚ
任
日
時
令
Ｘ

 

Ｚ
宣
行
之
、　　

Ｘ

 

Ｚ
□
藤
原
□
Ｘ

36　

太
政
官
符
案　

⑸
第
九
〜
一
二
紙
（
一
二
九
八
〜
一
三
〇
一
号
一
紙
目
）
足
し
紙

　

Ｚ
政
官
符
伊
勢
□

　

Ｚ
応
預
奉
両　

太
神
宮
幣
□
事

　

Ｚ　

使
正
三
位
行
□
祇
権
大
副
大
中
□
徳
忠

　

Ｚ
内
大
臣　

宣
奉　

勅
為
奉

　

Ｚ
太
神
宮
幣
帛
差
件
□
宛
使

　

Ｚ
遣
如
件
、
国
□
承
知
依
宣
行
之
、

　

Ｚ
□
到
奉
行

　
Ｚ
□
行
右
少
弁
藤
原
朝
臣　
　

修
理
東
大
寺
大
仏
長
官
正
五
位
上
行
主
Ｘ　

Ｚ
左
大
史
小
槻
宿
禰
（
花
押
）

　
　

宝
永
七
年
十
二
月
□
三
日

〇
写
真
24
参
照
。
上
か
ら
順
に
、
第
一
一
〜
一
二
紙
天
足
し
紙
（
一
一
・
九
×
五
六
・
三
）、
第

一
〇
紙
天
足
し
紙
（
一
〇
・
〇
×
四
三
・
一
）、
第
九
紙
天
足
し
紙
（
七
・
二
×
四
五
・
四
）

に
利
用
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
右
の
と
お
り
の
一
通
に
復
元
さ
れ
よ
う
。

37　

宣
旨
包
紙
ヵ

⑸
第
一
〇
紙
（
一
二
九
九
号
）
裏
打
紙
（
左
辺
切
断
二
五
・
二
×
四
三
・
二
）

勧
弁
高
顕
朝
臣
ゟ
之
下
知
□
Ｗ
享
保
六
年
八
月
二
日　

宣
旨

〔
園
ヵ
〕

〔
言
ヵ
〕

〔
太
〕

〔
国
ヵ
〕

〔
帛
〕

〔
神
〕

〔
臣
〕

〔
人
〕

〔
司
〕

奉

（
勧
修
寺
）

写真24　36号文書
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38　

官
宣
旨
案　

⑸
第
一
三
〜
一
五
紙
（
一
三
〇
一
号
二
紙
目
・
一
三
〇
三
号
）
足
し
紙

Ｘ　
　
　
　

Ｚ
□
茂
別
雷
社

Ｘ　
　
　
　

Ｚ
行
造
替
始
木
□
Ｘ

　
　

今
月
ｖ
ｗ
日
癸
未　
　

□
Ｘ

右
、
権
中
納
□
藤
原
朝
臣
Ｘ

宜
奉　

勅
□
任
日
時
令
勤
Ｘ

社
宜
承
知
、
□
宣
行
之
、

　

宝
永
七
年
□
月
廿
一
日　

大
史
Ｘ

権
右
少
弁
ｖ
ｗ
朝
臣

〇
写
真
25
参
照
。
上
は
第
一
三
紙
天
足
し
紙
（
一
二
・
〇
×
三
四
・
三
）、
下
は
第
一
四
紙
天
足

し
紙
（
一
一
・
〇
×
五
六
・
一
）
に
利
用
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
右
の
と
お
り
一
通
に
復
元
さ

れ
よ
う
。

39　

某
有
徳
解
案
断
簡
／
某
状
案
断
簡

⑸
第
一
五
〜
一
七
紙
（
一
三
〇
三
〜
一
三
〇
四
号
一
紙
目
）
足
し
紙

Ｚ
解
申
進
上
Ｔ
Ｕ
米
事 

　

Ｚ
城
寺　
　

令
権
Ｔ
Ｕ
亮
珍

Ｚ
解 

Ｚ
□
正
亮
珍

Ｚ
□
進
上
如
□
謹
解
、 

Ｚ

Ｚ
十
二
月
廿
五
日 

Ｚ
□
正
亮
珍
勤
仕
Ｔ
Ｕ
法
華
会
広
学

Ｚ
朝
臣
有
徳　

Ｘ 

Ｚ
題
職
事

 

Ｚ
□
日　

奏
状

Ｔ
Ｕ
旧
貫
竪
義
探

 

Ｚ
鍵
台
家
洪
基
也
Ｔ
Ｕ
観
兼
備
定
慧

〇
写
真
26
・
27
参
照
。
上
は
第
一
六
〜
一
七
紙
天
足
し
紙
（
九
・
五
×
五
五
・
六
）、
下
は
第
一

〔
賀
ヵ
〕

〔
時
ヵ
〕

〔
言
〕

〔
依
ヵ
〕

〔
藤
原
〕

（
表
）

（
裏
）

〔
僧
正
ヵ
〕

〔
僧
ヵ
〕

〔
件
、ヵ
〕

〔
僧
ヵ
〕

〔
月
ヵ
〕

五
〜
一
六
紙
天
足
し
紙
（
一
〇
・
六
×
五
六
・
四
）
に
利
用
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
右
の
と
お

り
一
通
に
復
元
さ
れ
よ
う
。

40　

某
状
案
断
簡
／
官
宣
旨
案
断
簡

⑸
第
一
七
・
一
八
紙
（
一
三
〇
四
号
）
天
足
し
紙
（
上
下
・
左
辺
切
断
、
九
・
五
×
四

〇
・
五
）

加
賀
国
司
Ｘ 

（
前
欠
）

　
　

合
佰
Ｘ 

　

応
日
時
Ｘ

右
、
当
年
□
Ｘ 

　
　

今
月
Ｘ

　

宝
永
七
Ｘ 

右
、
権
中
Ｘ

 

宜
奉　

勅
Ｘ

 

任
宜
承
知
Ｘ

 

　

宝
永
七
Ｘ

 

右
少
弁
藤
原
Ｘ

41　

文
書
包
紙
ヵ

⑸
第
一
八
紙
（
一
三
〇
四
号
二
紙
目
）
裏
打
紙
（
左
辺
切
断
、
二
五
・
五
×
三
五
・
〇
）

一
官
掌
殿　
　
　

右
□
史
安
倍
亮
□

42　

宣
旨
案
断
簡　

⑺
表
紙
紙
（
左
辺
切
断
、
三
三
・
一
×
二
七
・
二
）

　
　

大
僧
都
寛
映

権
右
中
弁
藤
原
朝
臣
俊
克
伝
宣
」権
中
納
言
藤
原
朝
臣
実
□
宜
□
」（
後
欠
）

（
表
）

（
裏
）

（
坊
城
）
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写真26　39号文書（表）

写真27　39号文書（裏）

写真25　38号文書
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43　

鷁
退
先
例
（
折
紙
）

　

⑺
第
二
紙（
一
三
一
三
〜
一
三
一
五
号
）裏
打
紙（
上
辺
切
断
、
三
〇
・
五
×
四
五
・
二
）

　

鷁
退
先
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
上
以
継

永
禄
六
年
四
月
十
八
日　

鷁
退
補
六
位
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
左
近
将
監
聴
禁
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
下
実
藤

永
禄
十
二
年
八
月
廿
日　

鷁
退
改
名
元
仲
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
位
蔵
人
聴
禁
色
昇
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
左
近
将
監

〇
各
行
墨
で
塗
抹
さ
れ
て
い
る
。

44　

逆
退
之
先
例
（
折
紙
）　

⑺
第
三
紙
（
一
三
一
五
〜
一
三
一
六
号
）
裏
打
紙

（
上
下
・
右
辺
切
断
ヵ
、
三
〇
・
四
×
四
三
・
一
）

　
　

逆
退
之
先
例

　
　
　
　
　
　

従
五
位
実
藤
Ｃ
Ｃ

永
禄
二
年
四
月
八
日　

逆
退

　

補
六
位
蔵
人
任
左
近
将
監

　

聴
禁
色

　
　
　
　
　
　

従
五
位
下
元Ｃ

永
禄
十
二
年
八
月
廿
日　

逆
退
改
名
元
仲

　

補
六
位
蔵
人
聴
禁
色
昇
殿

　

任
左
近
将
監

薄
家

五
辻
家

（
滋
野
井
）

上（
薄
）
以
継

十

◦

実（滋
野
井
）

藤

（
五
辻
）

写真28　45号文書（表）

写真29　45号文書（裏）
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〇
横
三
条
抹
消
線
あ
り
。
こ
の
ほ
か
、
第
三
紙
の
裏
打
紙
と
し
て
も
う
一
紙
包
紙
の
断
簡
と
お

ぼ
し
い
紙
片
（
上
下
・
左
辺
切
断
、
三
〇
・
四
×
九
・
七
）
が
貼
り
継
が
れ
て
お
り
、「　

大

Ｘ　

Ｚ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

45　

宣
旨
案
ヵ
断
簡
／
某
状
案
断
簡⑺

第
五
・
七
紙
（
一
三
一
八
・
一
三
二
〇
号
）
足
し
紙

勅
任
日
時
□
Ｘ 

□
Ｘ

　
　

応
任
Ｘ 

□
Ｘ

　
　
　

今
Ｘ 
　

Ｘ

右
、
権
Ｘ 

　
　

□
Ｘ

宜
奉　

Ｘ 

右
、
権
中
Ｘ

承
知
□
Ｘ 

勅
任
日
時
Ｘ

（
後
欠
） 

之
、

〇
写
真
28
・
29
参
照
。
上
は
第
五
紙
天
足
し
紙
（
一
・
二
×
五
六
・
六
）、
第
七
紙
天
足
し
紙

（
六
・
六
×
三
七
・
五
）
に
利
用
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
右
の
と
お
り
の
一
通
に
復
元
さ
れ
る
。

46　

文
書
包
紙⑺

第
四
紙
（
一
三
一
九
号
）
裏
打
紙
（
左
辺
切
断
、
三
〇
・
〇
×
四
三
・
二
）

上　

左
右
馬
寮
訴
訟
之
状　

放
生
会
神
馬
飼
料
事

　
　

天
和
二
ー
七
ー
廿
一
ー
言
上
、
同
八
■
四
日
申
伝
奏
了
、

Ｚ
九

年
七
月

（
表
）

（
裏
）〔

勅
ヵ
〕

〔
今
ヵ
〕

月




